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 第５章 大規模振興拠点駐留軍用地跡地の要件等  

 

 （大規模跡地の要件）  

第３４条 法第９８条第１項に規定する政令で定める規模は、３百ヘクタール以上と

 する。  

２ 法第９８条第１項に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。  

 (1) その土地が一団の土地であること。  

 (2) その土地が既成市街地に隣接する土地であること。  

 （特定跡地の要件）  

第３５条 法第１０１条第１項に規定する政令で定める規模は、５ヘクタール以上と

 する。  

 （大規模跡地給付金の支給の手続等）  

第３６条 法第１０３条第１項に規定する大規模跡地給付金（以下この条において単

 に「大規模跡地給付金」という。）は、基準日以後１年ごとに区分した各期間につ

 いて支給するものとする。 

２ 大規模跡地給付金の支給を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、

 那覇防衛施設局長を経由して、大規模跡地給付金支給申請書を防衛施設庁長官に提

 出しなければならない。  

３ 防衛施設庁長官は、前項の申請書の提出を受けたときは、支給すべき大規模跡地

 給付金の有無及び大規模跡地給付金を支給すべき場合はその額を決定し、遅滞なく

 当該申請者に通知しなければならない。  

４ 前項に規定する防衛施設庁長官の権限は、内閣府令で定めるところにより、その

 一部を那覇防衛施設局長に委任することができる。  

５ 法第１０３条第１項後段に規定する政令で定める大規模跡地給付金の支給の限度

 となる期間は、法第９８条第１項に規定する大規模跡地における市街地の計画的な

 開発整備等の見通しを勘案して別に政令で定める期間とする。  

 （特定跡地給付金の支給の手続等）  

第３７条 法第１０４条第１項に規定する特定跡地給付金（以下この条において単に

 「特定跡地給付金」という。）については、前条第１項から第４項までの規定を準

 用する。  

２ 法第１０４条第１項後段に規定する政令で定める特定跡地給付金の支給の限度と

 なる期間は、法第１０１条第１項に規定する特定跡地における原状回復に要する期

 間を勘案して別に政令で定める期間とする。  

 


